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横浜市移動支援事業

自立通学通所支援について

横浜市健康福祉局障害福祉課
平成25年7月

横浜市移動支援事業者の皆さまへ
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１ 制度の概要

「自立通学通所支援」とは

移動支援事業における「自立通学通所支援」とは、精神的な阻害要
件のある方に対し、一定期間、集中的な働きかけによって自力での
通学・通所を習慣付けるための支援を指します。

平成25年10月より、この通学・通所の自立支援を実施した移動支
援事業者は、通学・通所支援の報酬単価に「加算」を付けた額を受け
とることができます。 （以降、「自立支援加算」とします。）

※支給申請は平成25年8月1日より受け付けます。
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「自立支援加算」の設定期間は原則として6か月間とし、概ね3か月
ごとに行う検証の結果、継続の必要性が認められる場合のみ、一度
だけ更新が可能です（最長１年間）。
検証については「自立通学通所支援」を行っている移動支援事業

所が行い、利用者及び区に検証結果を提出します。
事業所から提出された検証結果に基づいて、区は加算の更新や終

了を決定します。

１ 制度の概要

「自立支援加算」の設定期間

自立支援加算

0か月 6か月後 12か月後

自立支援加算（更新） 更新不可

3か月めで
検証

6か月めで更新or終了
（※1か月前に検証）

9か月めで
検証

12か月めで終了
（※1か月前に検証）

通学通所
を１か月
以上利用
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（移動支援参考様式１）

申請者 住 所

法人名

代表者
氏 名

印

連絡先

次のとおり、移動支援事業にかかるサービスの追加申請をします。

追加サービス名
※該当するものに○

移動介護　／　通学通所支援　⇒

事業所名 事業所番号

平成　　　年　　　月　　　日

移動支援事業に係るサービス追加申請書

横 浜 市 長 様

　乗降介助：　　有　・　無
　自立支援加算：　有　・　無

「自立支援加算」のサービス追加申請

２ 事業所登録

事業所は事前にサービスの追加申請を行う必要があります。
（自立通学通所支援サービス開始月の前月15日必着）

※横浜市ホームページの
「ガイドヘルプサービス（移
動介護・通学通所支援）」の
ページの

「登録関係書類」内に掲載
しています。

http://www.city.yokohama.lg.jp
/kenko/shogai/gaishutsu/shie
n/haken.html
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「自立支援加算」の事業所要件

「自立通学通所支援」を行うサービス提供者及びサービス提供責任
者は通常の移動支援の資格要件に加え、次の要件が必要です。

知的又は精神障害児・者への直接処遇の

従事経験5年（従事日数900日）以上

サービス
提供
責任者

知的又は精神障害児・者への直接処遇の

従事経験2年（従事日数360日）以上

サービス
提供者
（ﾍﾙﾊﾟｰ）

２ 事業所登録

サービス追加申請書に、実際に自立通学通所支援を行う提供者及
び提供責任者全員の「実務経験証明書」を添付する必要があります。
上記以外の提供者が「自立通学通所支援」を行うことは出来ません。
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サービス提供責任者

サービス提供者（ヘルパー）

自立支援加算担当のサービス
提供責任者（実務経験５年以上）
※自立支援加算に対応する
ヘルパー 10人につき１人

自立支援加算に
対応するヘルパー
（実務経験２年以上）

自立支援加算に関わらず、サービス提供
責任者は事業所全体として配置

サービス提供責任者の配置

２ 事業所登録

※①②③いずれ
かにつき最低１人

①提供実績450時
間ごとに１人
②登録ヘルパー
10人を超えるごと
に１人
③利用者40人を
超えるごとに１人
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３ 支給決定の流れ

区役所

②加算申請・
計画書案添付

③アセスメント
④加算決定

計画書
（案）

計画書

⑤計画書提出
①計画書案提示

移動支援事業所※自立通学通所支援員※

※通称：じりつう

⑦派遣

利用者

通学・通所先

⑦自立を目指した
通学・通所を支援

※事前に自立支援加算事業所としての登録が必要

計画書
（案）

⑤計画書提出
⑥契約締結

相談支援事業利用
者は、事前に支援
事業者に相談

相談

相談支援
事業所
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３ 支給決定の流れ

●自立通学通所支援対象者（次の全てを満たす者）
（１）当該事業所の通学・通所支援を１か月以上利用している者

（新規の通学・通所先より）
（２）「自立通学通所支援」を希望する者
（３）当支援を受けることにより、６か月以内に自立通学・通所が見込まれる者

●利用申請
① 利用希望者に通学通所支援を実施している移動支援事業所（加算登録

済）が「自立通学通所支援計画書（案）」を作成。
② ①の計画書（案）を添えて、区に利用希望日の２週間前までに申請。（相談

支援事業利用者は事前に支援事業所に相談のうえ申請）
③ 区は、申請者に対してアセスメントを行う。（アセスメント票使用）
④ 対象者として該当した場合は、区で「自立支援加算」を決定。

対象者と利用申請
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３ 支給決定の流れ

●支給決定後の事業所の対応
⑤ 事業所は「自立通学通所支援計画書」を作成して、「自立支援加

算」の支給決定を受けた利用者及び区に提出。
⑥ 利用者と事業所で「自立支援加算」の契約を結ぶ。
⑦ 移動支援事業所は、計画及び契約に基づいて、『自立通学通所

支援員』を利用者に派遣し、自立通学・自立通所を目指した支
援を実施する。

事業所の対応

※「自立通学通所支援計画書（案も含む）」の作
成にあたっては、６か月以内に自立通学・通所で
きる見込みのある場合のみとしてください。
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３ 支給決定の流れ

支援計画書

申請前の計画案を作成
した場合は、計画書右
上に 案 と記入してく
ださい。

※横浜市ホームページの「ガ
イドヘルプサービス（移動介
護・通学通所支援）」のペー
ジの「運営規程・契約書・重
要事項説明書(例) 」内に掲
載しています。
http://www.city.yokohama
.lg.jp/kenko/shogai/gais
hutsu/shien/haken.html

【参考】事業所が作成する計画書↓

案
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調査項目 はい いいえ 備考

1
本人（又は家族）が今後、自力で通学・通所することを望
んでおり、そのために自立通学通所支援員から支援を
受けることを了承している。

2

現在、移動支援事業の「通学・通所」を利用しており、新
規の通学・通所先利用から1か月以上経過している。
また、通学・通所先が６か月以内に変更又は終了する
見込みがない。

●通学・通所支給決定期間

3
現在は、精神的な阻害要件（※１）により、一人での通
学・通所が困難である。

●阻害要件

4

一定期間（原則６か月以内）、自立通学通所支援員によ
る集中的な働きかけによって、上記３の阻害要件が取り
除かれ、自力での通学・通所を習慣づけることができる
と見込まれる（※２）。

●自立通学通所支援計画書(案）
□確認済
●自力通学・通所方法
　　（利用するものにチェック）
□公共交通機関（電車・バス）
□徒歩
□ｽｸｰﾙﾊﾞｽ（ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟまで支援）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

5

利用する予定の移動支援事業所は「自立支援加算」の
登録事業所であり、本人（又は家族）は通学・通所の自
立通学通所支援を受けた際、該当事業所の報酬に加算
があることを認識している。（加算額500円／30分毎）

●事業所名
　　□加算登録確認済
　

　
　　　連絡先：

移動支援事業　通学・通所

自立支援加算アセスメント票

　下記のアセスメント項目で該当する方に「○」をつける。
　項目全ての「はい」に「○」がつく者に対し、必要に応じて支給決定することができる。

３ 支給決定の流れ

アセスメント票

右記の票に基づいて
区がアセスメントを行
い、５項目全てに○が
つく場合、「自立支援
加算」の該当となりま
す。

※移動支援事業者の作成し
た「自立通学通所支援計画
書(案）」を確認するとともに、
関係各所（通学・通所先等）
に本人の状況確認をする場
合があります。

ガイドヨコハマ事業所

2013/８/1～
2014/７/31

000-0000

公共交通の利用
方法がわからず
不安がある。

【参考】区で使用するアセスメント票↓

（記入例）
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４ 請求の方法

加算の契約・請求方法

●契約コード「１１７９０１」
「自立支援加算」を請求するには、事前にかながわ自立支援給付費
等支払いシステムに契約情報の入力が必要です。

●請求コード「１１７９１１」
加算は30分につき500円です（単位数50）。通学通所支援の時間数
に合わせて加算回数を請求してください。（加算のみの請求は不可）
【例】自立通学通所支援1時間実施→ 通学通所支援：117111 1回

自立支援加算：117911 2回

「自立支援加算」の決定内容は、利用者の受給者証
に記載されます。事業者は受給者証の内容に基づき、
加算の契約を行ってください。他の契約と同様に「受
給者証・事業者記入帳」にも記入・押印が必要です。
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年 月 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

）

㊞ ㊞

確認欄

移動　一郎

移動　太郎

グ
ル
ー

プ

支
援

（自立支援加算：

0.5 15:00 16:00 1㊞ ㊞

7:30 9:00

12 金 15:00 15:30

2 火

受給者証番号

受給者氏名

1.5 7:30 8:30

利用者氏名

負担上限月額

提供者
印

利用者
印

終了
時間

サービス提供時間

事業所番号

事業者及び
その事業所の名称

平成 25

サービス内容及び
契約支給量

計画
時間数

開始
時間

10

時間

横浜○○事業所

終了
時間

通学通所支援 5

移動支援計画

サービス提供年月

〔横浜市移動支援事業〕　サービス提供報告書（個別支援型）　【通学通所支援】

開始
時間

日付 曜日

円9,300

有

単
価

基
準
値

通
学
･
通
所

乗
降
介
助

全算定
時間

1

記入例

ここに自立支援加算の有無を記入

４ 請求の方法

サービス提供報告書の記入

サービス提供報告書↓

「通学通所支援」
のサービス提供
報告書の自立支
援加算の欄に
「有」と記入

※記入漏れで「自立支
援加算」の請求を行うと
エラーとなります。

また、「自立支援加算」
の事業所登録をしてい
ない事業所は加算の契
約・請求は出来ません。
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５ 実施後の検証

検証時期

自立通学通所支援を実施した場合、移動支援事業所が支援結果の
検証をする必要があります。次の時点で検証を行い、「検証報告書」
を作成して利用者及び区に提出してください。

●実施後３か月後（支給期間の中間時）
中間時の支援結果を検証し、今後の支援計画を記入します。

●実施後５か月後（終了１か月前）
加算の支給決定期間終了前（約１か月前）に検証を行い、自立の
可否を検証します。

ア 自立できた場合・・・・・・・通学通所支援の支給も合わせて加算終了。
イ 自立できなかった場合・・通学通所支援は継続し、加算のみ終了。
ウ 加算を延長する場合・・・事業所が改めて「自立支援計画書」を作成。

延長の理由を明記。
→区で継続の必要性が認められる場合のみ延長可
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５ 実施後の検証

検証報告書

【参考】事業所が作成する検証報告書↓

※横浜市ホームページの「ガイド
ヘルプサービス（移動介護・通学
通所支援）」のページの「運営規
程・契約書・重要事項説明書
(例) 」内に掲載しています。
http://www.city.yokohama.lg.j
p/kenko/shogai/gaishutsu/shie
n/haken.html
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※「障害福祉情報サービスかながわ」ホームページ（通称：らくらく）

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/
→ 「書式ライブラリ」 → 「横浜市からのお知らせ」に、

横浜市から事業者向けの通知等を掲載しています。随時確認してください。

６ 問合せ・届出先

０４５－６７１－３５６６ＦＡＸ

移動支援係生活支援係事業者育成担当

〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地 ＫＲＣビル６階
住所

０４５－６７１－２４０１０４５－６７１－２４０２電話

横浜市健康福祉局障害福祉課

担当

その他
移動支援事業全般

事業所登録申請・
変更等の届出について

内容


